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Ⅰ.「研修指針」策定の趣旨 

 

○ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、国の政策を踏まえ、特別支援教育に

関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行うこと、及び特別支援教育関係

職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等により、特別支援教育の振興を図る

ことを目的とする法人である。 
少子化により学齢期の児童生徒数が減少する中、特別支援教育を必要とする児童生

徒数は増加しており、通常の学級を含む全ての学びの場において特別支援教育の充実

が求められている中で、各都道府県における指導者の養成及び特別支援教育に携わる

幅広い教員を支援していく取り組みを充実させていく必要がある。 
 
○ このため、研究所においては、各都道府県における特別支援教育の指導者を養成す

る研修を実施することに加え、幅広く学校教育に携わる関係教職員の資質向上を支援

するための取組を実施している。令和８年度からの第６期中期目標・中期計画におい

ては、国の政策課題や特別支援教育を巡る諸課題へ対応していくために、関係するス

テークホルダーの意見を取り入れ、より効果的に研修事業を実施できるよう、研修の

背景・必要性や研究所が実施する研修の基本方針や概要、実施体制等を明らかにした

「研修指針」を定めるものである。 
 

○ なお、「研修指針」については、特別支援教育を巡る国の動向や社会情勢を勘案し、

随時、柔軟に見直しを行う。 

 

 

 

 

Ⅱ.特別支援教育を担う教員の専門性の向上 

 
○ 我が国は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合

い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の共生社会の実現を目指して、

様々な取組を進めている。その実現に向けては障害者の権利に関する条約に基づくイ

ンクルーシブ教育システムの構築を旨として行われることが重要であり、その構築の

ためには、特別支援教育の着実な推進が必要不可欠である。 
 
○  令和３年１月の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 報告」

においては、特別支援教育を担う教師の専門性の向上のために、独立行政法人国立特

別支援教育総合研究所等が効果的な研修プログラムを開発し、都道府県教育委員会等

において活用することも有効と考えられることが指摘されている。 
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○  令和４年３月の「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議 報

告」においては、特総研において、教師の学びを支える学習コンテンツの体系化や内

容の充実が求められており、免許法認定通信教育の開設や専門的な研修の実施、イン

ターネットによる講義配信等を通じて、教師の専門性向上に貢献することや「NISE 

学びラボ（特別支援教育 e ラーニング）」について、教師等が主体的に活用しやすい

仕組みの構築やコンテンツの充実が求められていること等が指摘されている。 
 

○  令和４年 12月の中央教育審議会答申「『令和の日本型教育』を担う教師の養成・採

用・研修等の在り方について」では、「令和の日本型学校教育」を担う教師に求めら

れる資質能力の再整理がなされ、研修履歴を活用した資質向上に関する指導助言等の

仕組みにより、教師の「個別最適な学び」、「協働的な学び」を充実させ、「新たな教

師の学びの姿」を実現していくことが提言されている。 
 
○  令和５年３月の「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関

する検討会議 報告」においては、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児

童生徒の割合が小・中学校 8.8%、高等学校 2.2%という調査結果が示され、特総研の

研修の活用や NISE学びラボのコンテンツの一層の充実が求められている。 

 

○  新たな教育振興基本計画（令和５年度～９年度）では、今後の教育政策に関する基

本的な方針として、①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材

の育成、②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向け

た教育の推進、③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進、④

教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進、⑤計画の実効性確保のための

基盤整備・対話が示されているところである。 
 

○  令和６年 12 月には、多様な子供一人一人の能力を最大化する教育の重要性が高ま

る中、学習指導要領の改訂も見据え、社会の変化や学習環境の進化に伴う新たな学び

の実装に対応した教員養成の在り方に向けて、多様な専門性を有する質の高い教職員

集団の形成を加速するための方策について中央教育審議会に諮問が行われた。諮問を

受けて、中央教育審議会においては、教職課程の在り方について、全ての教師が特別

支援教育に関する専門性を修得する必要性や、特別支援学校の教師も含め実践的な専

門性を向上させる必要性、また、教師の採用・研修の在り方について、障害を含む特

別な配慮を必要とする児童生徒等に対応する多様な力を育成するための体系的・段階

的な学びの保障の重要性などが示されている。 
 
○ これらの動向を踏まえ、全ての教員には、障害の特性等に関する理解と指導方法を

工夫できる力や、個別の教育支援計画・個別の指導計画などの特別支援教育に関する
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基礎的な知識、合理的配慮に対する理解等が必要であり、学級には多様な教育的ニー

ズのある子供が在籍していることを前提とした学級経営・授業づくりの工夫が求めら

れている。 
 
〇 また、特別支援学級や通級による指導の担当教員には、通常の教育課程に基づく指

導の専門性を基盤として、実際に指導に当たる上で必要な、特別な教育課程の編成方

法や、個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成方法、障害の特性等に応じた指導

方法、自立活動を実践する力、障害のある児童生徒の保護者支援の方法、関係者間の

連携の方法等に関する専門性の習得が求められている。 
 
○ 特別支援学校では、幼稚部から高等部までの幅広い年齢や発達段階の子供が在籍し、

障害の状態等が個々に違っており、また、特別支援学校に設置されている学級のうち

重複障害の学級が増加傾向にあることから、一人一人の実態に応じて指導に当たる必

要がある。こうした多様な実態の子供の指導を行うため、特別支援学校の教員には、

障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分把握して、自立活動の意義を踏まえ

た子供主体の自立活動の展開など、自立活動の内容のさらなる充実や、各教科等と関

連付けた指導、学校内外の専門家等とも連携しながら専門的な知見を活用して指導に

当たる能力が必要である。加えて、特別支援学校は、要請に応じて小・中学校等の障

害のある子供に関する助言や援助を行うことが求められており、特別支援学校の教員

が、小・中学校等の各教科等の授業における障害のある児童生徒の「困難さの状態」

に対して、「困難さが生じる要因」に目を向けた上で、「指導上の工夫の意図」を設定

し、それに基づく「手立て」を検討し、授業の助言・援助ができる専門性も求められ

ている。 
 
○ さらに、各教員には、報告書で指摘されたこれらの専門性に加え、障害のある子供

たちにとってデジタル学習基盤は、学びの機会を保障するものであり、学びの主体的

な調整を図るためにも不可欠なものであることから、合理的配慮の基盤となる基礎的

環境整備に位置付けられる。このことを踏まえ、デジタル学習基盤を前提とした指導

の充実や、学校に登校できない児童生徒への遠隔・オンライン教育など、近年の社会

の変化にも応じられる専門性が期待されているところである。 

 

○  このような状況を前提に、研究所は、特別支援教育のナショナルセンターとして、

これまで培ってきた研究活動や研修事業、情報収集・発信等の実績を基盤として、中

央教育審議会における教師の養成・採用・研修の在り方に関する議論の状況を反映し

ながら、全ての教師の特別支援教育に関する実践的な専門性の向上に貢献し、ひいて

は障害のある子供も含めた多様な子供の「主体的・対話的で深い学び」を実現する学

び続ける教師を支えるため、今後も特別支援教育を担う全ての教師の資質向上のため
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の活動の充実を図っていくことが重要である。 

 

 

 

 

Ⅲ．研究所におけるこれまでの取組と課題 

 

○ 研究所では、第５期中期目標期間において、各都道府県等で特別支援教育に関する

指導的立場に立つ教職員等を対象として、特別支援教育政策上や教育現場等の喫緊の

課題に対応した、専門的かつ技術的な研修を重点化して実施してきた。 
具体的には、毎年度、障害種別の特別支援教育専門研修を３コース（７プログラム）、

教育現場の喫緊の課題に関する指導者研究協議会・セミナー（３協議会・１セミナー）、

校長会との連携研修（１協議会）、合計約 600 名を対象として実施してきた。これらの

研修については、アンケートを中心に評価を行い、各年度、90％以上の「有意義であ

る」との評価を受けてきた。また、専門研修及び研究協議会修了 1 年後を目途に、受

講者及び受講者の所属長、受講者の任命権者である教育委員会等に対して、受講者の

指導的役割の実現状況についての調査を実施し、「指導的役割を実現している」割合は

９割を超えている。 
 

○ また、研究所では、各都道府県等が実施する教員の資質向上の取組を支援するため、

特別支援教育の初心者から経験者までを対象に、インターネットによる講義配信を実

施してきた。本講義配信については、個人登録に加え、令和２年４月に教育委員会等

による団体登録も可能となるよう、「NISE 学びラボ」としてシステムを刷新し拡充を図

ってきた。このことにより、それぞれのニーズに合わせて、講義コンテンツを組み合

わせた研修プログラムの作成やモニタリング等、教育委員会等の研修体系の構築に寄

与している。 
 
○  加えて、「これから教員になる人たちのために」や管理職を対象とした講義配信を

行うとともに、Plant（全国教員研修プラットフォーム）に掲載するなど、受講対象

の拡充等を図っている。特別支援教育に関する基礎的な理解から専門性の向上まで、

一人一人の教員のニーズに応じて個別最適な学びを提供する e ラーニング型の研修の

取組について活用の可能性に大きな期待が寄せられており、登録者数は増加傾向にあ

る。 
 
○ さらに、国の政策課題に対応して、引き続き、免許法認定通信教育事業に取り組ん

でいる。特に免許状取得率の低い視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域について、

教育職員免許法施行規則の第２欄に掲げる科目のインターネットによる免許法認定通
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信教育を開講し、特別支援学校教諭免許状取得率の向上に寄与した。 
 

○ こうした成果の一方で、研修の受講者や派遣元の教育委員会、外部有識者等からは、

研究所が実施する研修と自治体が実施する研修の役割の明確化や、より一層の指導者

養成に特化した内容・カリキュラムの提供とともに、幅広い教員を対象とした資質向

上を支援する研修の充実などの意見が寄せられた。また、次期学習指導要領の改訂を

踏まえた教育内容、研修観の転換を参考とした研修方法の検討や、研究所の研修受講

者がスクールリーダーとして、各地域での波及効果を高める方策など、社会状況の変

化や教育現場の課題に対応した研修の充実についての意見も寄せられている。 

 

○ こうした成果と課題を総合的に考慮すると、今後の研修事業については、次の四つ

の観点から、改善・充実を図ることが必要である。 

① 多様な子供たちの「深い学び」を確かなものにするため、特別の教育課程の質

の向上、デジタル学習基盤を前提とした学びや自立活動の充実など、次期学習指

導要領を踏まえ、教育現場のニーズに対応できる各都道府県等の特別支援教育の

指導者養成を強化すること。なおその際は、研修目的に留意しつつ、宿泊及びオ

ンラインを適切に組み合わせ、講義のほか、研究所の研究成果を踏まえた演習、

子供たちの学びの相似形として、「主体的・対話的で深い学び」を実現する研究協

議、フィールドワーク等の形式を多く取り入れるなど工夫し、学術的な理論に裏

打ちされた実践的かつ効果的な研修を実施すること。 

② 新しい時代の特別支援教育を担う教員の専門性向上では、特別支援学校や特別

支援学級、通級による指導の担当教員のみならず、全ての教員の資質を向上させ

るとともに、学び続けられる仕組みを提供すること。さらに、大学等と連携して、

教員養成段階の学生等を対象とした特別支援教育に関する専門的な講習を実施す

ること。 

③ インターネットによる講義配信については、配信講義の充実を図るとともに、

教育委員会等を対象とした団体登録や小・中・高等学校における教員をはじめと

した教育関係者の個人登録の促進を行うこと。 

④ 引き続き、国の政策課題である特別支援学校教諭免許状取得率向上に寄与する

とともに、大学等が開設する講習への協力、受講者が受講しやすくなる環境・方

策及び科目・単位の拡充の可能性についての検討を進めること。 
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Ⅳ．研修の基本方針 

 

１．基本的な考え方 

○ 研究所は、特別支援教育に関するナショナルセンターとして、研究所の実践的な研

究成果を踏まえ、各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与

する指導者の養成や資質向上に関わる支援を行う。 

 

○ 指導者の養成を目的とした研修では、国の政策課題や教育現場のニーズ等に対応で

きる指導者としての専門性の向上を目的とする。具体的には、障害種別にプログラム

を設け、その専門性と指導力の向上を図る特別支援教育専門研修と、特別支援教育政

策上や教育現場等の喫緊の課題に対応する指導者研究協議会・セミナー等を実施す

る。 

 

○ 資質向上に関わる支援では、各都道府県等における障害のある児童生徒等の教育に

携わる教員をはじめ、幅広い教員等の資質向上の取組を支援する。具体的には、特別

支援教育に関する基礎的及び専門的内容の講義をインターネットにより配信する。ま

た、特別支援学校教諭免許状の取得率向上のため、インターネットを通して免許法認

定通信教育を実施する。さらに、大学等と連携して、教員養成段階の学生等を対象と

した特別支援教育に関する専門的な講習を実施する。 

 

２．研修の対象者 

○ 研究所が実施する研修は、全ての学校種の教職員が対象であるが、これまで以上に

インクルーシブ教育システムの充実を目指していくためには、発達障害等のプログラ

ムやテーマに応じて、幼稚園、小・中・高等学校等の教職員の積極的な参加を促して

いく。 

 

○ 研究所では、教員のキャリアステージに応じて求められる資質能力を次の三つに区

分し、研修の趣旨の明確化や内容の一層の改善・充実を図る。 

第１ステージ：実践力を磨き教職の基盤を固める時期 

第２ステージ：『チーム学校』の一員として専門性を高めるとともに連携・協働を深

め、スクールリーダーとしての推進力を発揮する時期 

第３ステージ：広い視野で組織的な運営等の役割を果たす時期 

 ＊ スクールリーダー：中核的中堅教員として、将来管理職となる者も含め、学校単

位や地域単位の教員組織・集団の中で、中核的・指導的な役割を果たすことが期待

される教員 
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３．研修の体系 

○ 第６期中期目標期間においては、以下の体系のもとに研修を実施する。 

 

 

○ 指導者の養成を目的とする研修は、第２ステージ及び第３ステージの教職員を対象

とする。特別支援教育専門研修は、八つの障害種を２つの期に集約し、その専門性と

指導力の向上を図る。インクルーシブ教育システムの充実に関わる指導者研究協議

会・セミナーは、特別支援教育政策上や教育現場等の喫緊の課題をテーマ（特別支援

教育における ICTの活用や高等学校における通級による指導、発達障害等への対応

等）として実施する。また、各種団体等と連携した研修（全国特別支援学校長会と連

携した特別支援学校寄宿舎指導実践協議会、全国特別支援学級・通級指導教室設置学

校長協会と連携した小・中・高等学校管理職研修会等）を実施する。 

 

○ 資質向上のための支援の取組は、インクルーシブ教育システムの充実を念頭にお

き、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校等の第１ステージから第３ステージの

全ての教職員を対象として実施する。講義配信については、特別支援教育に関する基

礎知識から障害種別の内容や最新の知見まで、幅広い内容を整備する。また、個人登

録に加えて団体登録の利用を推進し、特に教育センター、教育委員会、学校等の教職

員に対する研修の充実を支援する。免許法認定通信教育については、特別支援学校教

諭免許状の取得率向上という目的に照らし、取得率の低い視覚障害教育領域及び聴覚

目的 対象 形態 名称・内容 

指導者の

養成 

第２ステ

ージ及び

第３ステ

ージの 

教職員 

宿泊若し

くはオン

ライン研

修、又は

宿泊とオ

ンライン

を組み合

わせて行

う研修 

特別支援教育 

専門研修 

障害種別のプログラムで実施 

（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病

弱、知的障害、発達障害・情緒障害、言語

障害） 

インクルーシ

ブ教育システ

ムの充実に関

わる指導者研

究協議会・セ

ミナー 

特別支援教育政策上や教育現場等の喫緊の

課題について実施 

連携研修 

・全国特別支援学校長会等と連携して実施 

・全国特別支援学級・通級指導教室設置学

校長協会と連携して実施 

その他の研修 上記以外の研修会 

資質向上

のための

支援 

第１ステ

ージから

第３ステ

ージの 

教職員 

インター

ネットを

活用した

研修 

講義配信 
特別支援教育に関する基礎知識、各障害種

の概論、指導方法等に関する講義を配信 

免許法認定 

通信教育 

視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域の

第２欄の講義を配信 
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障害教育領域の第２欄（教育職員免許法施行規則）の講義を配信する。さらに、大学

等と連携して、教員養成段階の学生等を対象とした特別支援教育に関する専門的な講

習を実施する。 

 

 

４．研修内容・方法等 
○ 研修の内容については、障害種別に求められる専門的な知識・技能を基盤としつつ、

教職員支援機構などの関係機関との連携等、研究所の研修に求められるニーズや社会

状況、教育現場の喫緊の課題を的確に反映させる。また、インクルーシブ教育システ

ムの充実が図られるよう、国の特別支援教育政策や諸外国の動向等をカリキュラムに

取り入れる。 
 
○ 研修の実施に当たっては、研修目的に留意しつつ、宿泊及びオンラインを適切に組

み合わせ、講義のほか、研究所の研究の成果を踏まえた演習・研究協議、フィールド

ワーク等の方式を取り入れるなど工夫し、学術的な理論に裏打ちされた実践的かつ効

果的な研修を実施する。また、受講者が受講した内容を実際の教育活動の中で生かせ

るようカリキュラムを工夫する。 

○ 研修内容・方法等については、受講者や任命権者である教育委員会等に対するアン

ケート調査の結果や文部科学省特別支援教育課及び外部有識者の意見等を踏まえ、不

断の改善・充実に努める。 
 
 
 
 
Ⅴ．指導者の養成  

 

１．特別支援教育専門研修 

（１）目的 

○ 各都道府県等の障害種ごとの教育の中核となる教職員を対象に、障害種別にプログ

ラムを設け、その専門性と指導力の向上を図る。 
 

（２）対象 

○ 各都道府県等の障害種ごとの教育の中核となる教職員 
 （指導者養成の目的に鑑み、「教職経験年数３年以上」に加え、受講する専修プログラ

ムに該当する「当該障害種教育経験年数３年以上」の教職員を対象とする。） 
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（３）期間及び実施回数 

○ 約２ヶ月間の宿泊とオンラインを組み合わせて行う研修とする。７プログラムそれ

ぞれにつき、年間各１回とする。 

 

（４）研修のプログラム 

 視覚障害教育専修プログラム 
聴覚障害教育専修プログラム 

 知的障害教育専修プログラム 
肢体不自由教育専修プログラム 
病弱教育専修プログラム 

 発達障害・情緒障害教育専修プログラム 
  言語障害教育専修プログラム 

 

（５）内容 

○ 研修内容は、いずれのプログラムについても、共通講義、専門講義、課題研究によ

り編成するとともに、各都道府県における教育課題の解決に向け、研究・分析的な能

力を有する指導者の養成を目指し、指導力・専門性の向上はもとより、研究・分析・

説明力等の向上を図ることも意図した内容とする。なお、これらの中では、各分野の

最新の研究動向や ICT活用に関わる内容に触れる。 

 

○ 共通講義は、総合的な指導力向上に資する内容とし、以下の五つの領域について、

講義と演習で構成する。 
  ① 特別支援教育についての基本的な事項、国の教育施策や喫緊の課題に関する内容  

② インクルーシブ教育システムの充実に向けた各障害種（重複障害を含む。）教育論 

  ③ 研修成果の還元を目指した講義やリーダーとしての資質養成に関する内容 

  ④ 筑波大学附属久里浜特別支援学校における実地研修 

⑤ 研究協議：各受講者が持ち寄った課題を中心にテーマを設け、班ごとに協議を

行い、自主的な課題解決に向けた取組を行う。 

 

○ 専門講義は、各障害種（重複障害を含む。）に応じた専門的内容とし、当該障害領域

を中心に、心理、生理、病理、教育課程及び指導法に関する内容とする。また、講義

のほか、アクティブ・ラーニングの視点から演習や実習を行い、各障害種の課題に応

じた実地研修を設定する。 

 

○ 課題研究は、受講者がそれぞれの課題解決に向けて文献研究や講義の振り返り等、

主体的に計画を立てて取り組む時間とする。その際、各課題について関係する研究所

職員と協議するなど、研究所のリソースを積極的に活用する。 
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○ 以上の基本的な考えを踏まえ、カリキュラム編成基準を策定し、それに基づき各プ

ログラムの研修内容を決める。 

 

（６）研修実施に当たっての留意点 

○ 受講者については、来所前にインターネットを通じて配信する講義や事前学習用コ

ンテンツを視聴し、研修目的等について理解できるよう促す。また、研修効果を高め、

研修終了後の見通しをもたせるため、事前に自己目標や研修成果還元計画の作成を求

め、自己評価につなげる。 

 

○ 研修修了翌年度にフォローアップ研修（オンライン 1 日）を実施し、成果と今後の

課題について整理するなどして、受講者の主体性と学校や地域への成果の還元を促す。 

 

○ 各都道府県等の都合により「当該障害種教育経験３年以上」の条件に満たない者を

受講させる場合には、別途、指定する事前学習用コンテンツ等により自己研修し、当

該障害種の基礎的事項を理解した上で受講する。 

 

○ 講師については、所内及び所外から適任者を選定し、指導者養成としての研修目的

にかなったプログラム内容を提供する。また、特に所内講師においては、研究活動と

有機的な関連を図り、研究成果の還元や障害種に関わる最新の知見を講義に反映する

よう努める。 

 

○ 特別支援教育専門研修においては、免許法認定講習を実施し、教員の資質向上に寄

与する。 
 

２．インクルーシブ教育システムの充実に関わる指導者研究協議会・セミナー 

（１）目的 

○ 各都道府県等において指導的立場に立つ教職員を対象に、特別支援教育政策上や教

育現場等の喫緊の課題に関する専門的な知識・技能等の向上を図る。 

 

 （２）対象 

○ 各都道府県等において、インクルーシブ教育システムの充実を図る上で指導的立場

に立つ教職員 

 

 （３）指導者研究協議会・セミナー 

＜１～２日間程度の宿泊又はオンラインによる研修＞ 

○ 特別支援教育におけるICT活用に関わる指導者研究協議会 

○ 高等学校における通級による指導に関わる指導者研究協議会 
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○ 交流及び共同学習推進指導者研究協議会（令和10年度より実施） 
○ 発達障害教育実践セミナー 
 
 （４）内容 
○ 特別支援教育政策上や教育現場等の喫緊の課題に関する行政説明、インクルーシブ

教育システム充実やICT活用等に関する研究成果を踏まえた講義、話題提供、班別協議

等を行う。 

 

（５）研修実施に当たっての留意点 

○ 各研究協議会では、テーマに沿った事前レポート等の提出を求め、受講者間で共有

し、協議をより深めることができるよう工夫する。また、関連の先進事例等の情報提

供を充実させる。 

○ オンラインにより開催する場合は、事前の情報提供やオンデマンドでの講義配信等

を組み合わせ、オンラインによる研修効果を最大限発揮させる。 

 

 

 

３．連携研修 

（１）特別支援学校寄宿舎指導実践協議会（全国特別支援学校長会との連携研修） 

＜来所又はオンラインによる研修＞ 

①目的 

○ 特別支援学校寄宿舎における幼児児童生徒の生活指導等に関して、各都道府県等の

寄宿舎指導員による実践発表、情報交換等を行い、寄宿舎における指導の充実を図る。 

 

②対象 

○ 特別支援学校寄宿舎における幼児児童生徒の生活指導等に関して、各都道府県等に

おいて指導的な立場にある寄宿舎指導員とする。 

 

③期間 

○ １日間 

 

④内容 

○ 特別支援学校の寄宿舎における幼児児童生徒の生活指導等に関する講演、実践発表、

障害種別の部会別研究協議等を行う。部会別研究協議においては、実践の成果と課題

の共有及び協議を行う。 
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（２）小・中・高等学校管理職研修会（全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会

との連携） 

①目的 

○ 小学校、中学校、高等学校等の校長等に対し、ウェルビーイングの向上に資する特

別支援教育の推進についての理解・啓発を図ることで、各地域において多様性を包摂し

た学校経営を推進するリーダ―シップの資質向上に寄与することを目的とする。 

 

②対象 

○ 各都道府県等において、各地域の校長、副校長、教頭等（将来管理職候補者）とする。 

 

③期間 

○ 1日間 

 

④内容 

○ 本研修では、全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会と協働して、小学

校、中学校、高等学校等における管理職等に対して、ウェルビーイングの向上に資する

特別支援教育の推進についての理解・啓発を図り、各地域において多様性を包摂した学

校経営を推進するリーダ―シップの資質向上を図るために、国立特別支援教育総合研究

所研究成果等の情報提供、取組紹介、研究協議等を行う。 

 

 

 

 

Ⅵ．資質向上に関わる支援 

 

１．インターネットによる講義配信「NISE 学びラボ」 

（１）目的 

○ 障害のある幼児児童生徒等の教育に携わる教職員の資質向上の取組を支援し、全て

の学校種の教員や関係者への理解啓発を進めるため、特別支援教育に関する基礎知識

から障害種別の内容や最新の知見まで幅広い内容の講義を収録し、インターネットに

よる講義配信「NISE学びラボ」により配信する。個人登録者については、複数の講義

コンテンツを組み合わせた研修プログラムを提供するなど、教職員等のニーズに応じ

た主体的な学びを支援する。また、団体登録については、教育センター、教育委員

会、学校等の各団体が、特別支援教育に関するオンライン型の研修を企画、運営する

ことを支援する。さらに、大学等と連携して、教員養成段階の学生等を対象とした特

別支援教育に関する専門的な講習を実施する。 
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（２）対象 

○ 障害のある幼児児童生徒等の教育に携わる、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援

学校等の教職員及び教員養成課程の学生並びに関係者を対象とする。 

 

（３）受講方法 

○ 個人登録では、受講を希望する者が研究所のホームページで個人登録を行い、イン

ターネットにより配信される講義コンテンツの中から、必要な講義を選択して視聴す

る。 

 

○ 団体登録では、教育センター、教育委員会、学校等の各団体の研修管理者が団体登

録を行う。団体登録を行った各団体の研修管理者は、「NISE学びラボ」の複数の講義

コンテンツを組み合わせ、研修の受講者のニーズに合わせた研修プログラムを設定

し、各受講者に案内する。受講者は指定された研修プログラムを指定された期間内に

視聴する。 

 

 

（４）内容等 

○ 講義コンテンツは、「特別支援教育全般」「障害種別の専門性」「通常の学級にお

ける学びの困難さに応じた指導」の分類により構成する。また、障害のある子供が多

様な学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）で学ん

でいることを考慮し、幼児期から高等学校段階まで教職員の専門性向上に向けて、体

系的・計画的な整備を図る。１コンテンツは、受講者の視聴しやすさ等を考慮し、概

ね 15 分～30分程度のものを基本とする。 

 

○ また、学習指導要領の改訂や最新の研究成果等を踏まえ、逐次見直しを行い、視聴

者に最新の動向を提供できるよう整備を図っていくこととする。 

 

○ 講義コンテンツには、原則講義内容の理解を自己評価するための「理解度チェック

テスト」を整備する。理解度チェックテストは、講義内容に関する正誤式問題や、選

択式問題などから構成され、解答後、受講者は自身の解答の正誤を確認し、解説を閲

覧することができる。 

 

○ 目的別・用途別に複数の講義コンテンツを組み合わせた研修プログラムを提案し、

受講者のニーズに合わせた学習を支援する（「インクルーシブ教育システムについて

学ぶ」「特別支援教育コーディネーターになったら」「特別支援学級の担任になった

ら」「通級による指導の担当者になったら」「幼児期における特別支援教育」「高等

学校段階における特別支援教育」等）。また、各研修プログラムの講義コンテンツの
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視聴を修了した受講者には、「視聴修了証明書」を発行する。 

 

○ 団体登録では、教育センター、教育委員会、学校等の各団体が、特別支援教育に関

するオンラインによる研修を企画、運営することを支援する。研修管理者による、研

修プログラムの作成、受講者の学習状況の把握、視聴修了証明書の発行など、「NISE

学びラボ」の機能を生かした研修の実施を支援する。また、団体におけるオンライン

研修と集合型研修を組み合わせた研修方法や、課題解決型のオンライン研修等を開発

し提案する。 

 

○ 個人登録・団体登録の状況や利用状況、利用者に対するアンケート調査等を基に、

内容及び運用の改善を図る。 

 

○ より幅広く教育センター、教育委員会、学校等の団体登録の利活用を促すため、団

体登録を活用したオンライン研修等の例を示したパンフレット等を作成するほか、教

育センターや教育委員会等を直接訪問し、広報に努める。 

 

 

２．免許法認定通信教育 

（１）目的 

○ 「全ての特別支援学校の教員が特別支援学校教諭免許状を所持することを目指す」

という国の重要な政策課題の解決に寄与するため、インターネットを通して免許法認

定通信教育を実施する。 

   

 

（２）対象 

○ 視覚障害、聴覚障害を対象とする特別支援学校教諭免許状を取得していない教員等

を対象とする。 

 

（３）受講方法 

○ パソコン・タブレット端末等で、インターネットにより配信する 15時間の映像講義

を視聴し、各映像講義の最後に理解度チェックテストを行う。 

 

（４）内容・実施方法 

○ 特別支援学校教諭免許状の取得率の低い視覚障害教育領域及び聴覚障害教育領域の

第２欄の４科目について開設し実施する。 

 

○ 開講は毎年度５月と 10月の年２回とし、約４か月間の講習期間とする。受講後の単
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位認定試験は、９月及び２月を目途に、受験状況を勘案して、適切に試験会場を設け

て実施する。 

 

 

 

 

Ⅶ．研修実施体制 

 

１．所内体制 

○ 全所的な取組として研修事業を推進するため、理事、研修事業部長、各上席総括研

究員、総務部研修情報課長、総務部研修情報課専門員、研修支援室長により構成する

研修委員会を設置する。研修委員会は、研修に関する重要課題について検討し、研修

の企画・運営、評価・改善等を推進する。 
 
○ 研修委員会の下に、研修事業ごとに研修事業企画会議を置き、その下に、実施組織

として、研修事業実施ワーキンググループを設置する。研修事業企画会議は、研修委

員会の方針を踏まえ、各研修事業の企画立案及び連絡調整を行う。研修事業実施ワー

キンググループは、研修事業の実施に向けた具体的な手順や方策について検討し、実

施する。 
 
○ 研修委員会の下に、免許法認定講習の円滑な運営を図るため、研修事業部長を部会

長とし、総務部長、各上席総括研究員、その他理事長が指名する者若干名を構成員と

する認定講習部会を設置する。なお、成績審査及び合否の判定を行う場合は、研修事

業実施ワーキンググループ長及び専修プログラム代表を部会に出席させ、意見を聞く

ものとする。 
 
○ 研修委員会の下に、免許法認定通信教育を推進するため、理事を本部長とし、総務

部長、研修事業部長、免許法認定通信教育を担当する研修事業部研究職員、視覚障害

教育研究班長、聴覚障害教育研究班長、総務部各課長、その他理事長が指名する者若

干名で構成する免許法認定通信教育実施本部を設置する。免許法認定通信教育実施本

部は、免許法認定通信教育に関する運営及び実施について検討する。 
 
○ 免許法認定通信教育実施本部の下に、実施組織として、視覚障害教育領域及び聴覚

障害教育領域のそれぞれに実施ワーキンググループを設置する。各免許法認定通信教

育実施ワーキンググループは、各障害領域の研究班長をワーキンググループ長とし、

各研究班構成員、免許法認定通信教育を担当する研修事業部研究職員、その他理事長

が指名する者若干名で構成する。各実施ワーキンググループでは、免許法認定通信教
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育実施本部の方針に沿って、試験問題の作成をはじめ、円滑な実施に向けた具体的な

手順や方策について検討し、実施する。 
 
○ 研修委員会及び研修事業企画会議、認定講習部会、免許法認定通信教育実施本部で

の決定事項については、企画戦略会議にて報告する。 
 
２．PDCAサイクルを重視した研修の運営 
○ 研修事業については、「研修企画（Plan）」「研修実施（Do）」「研修評価（Check）」

「研修改善（Action）」の四つの段階を重視した運営を行う。また、研修事業企画会議

には、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課及び外部有識者の参画を得て、研修

の企画、評価及び改善を行うこととする。 

 

 ① 研修企画（Plan）： 
   研修事業企画会議において、研修事業ごとの改善点を基に、研修事業の具体的な

企画を行う。 
 
② 研修実施（Do）： 

   研修事業実施ワーキンググループにより、各研修を実施する。なお、実施に当た

っては、研修事業部及び研修情報課が作成する「研修事業実施マニュアル」（講義資

料作成の留意点、非常時の対応、研修員への対応等）を参考とする。 
 
③ 研修評価（Check）： 

   研修事業企画会議において、研修修了後の受講者へのアンケート調査結果や研修

事業実施ワーキンググループからの意見等を基に、研修の内容面及び運営面での成

果や課題等を整理する。 
 
 ④ 研修改善（Action）： 
   ③を基に、研修事業企画会議において、次年度の研修に向けての改善点を検討し、

とりまとめる。 
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【組織図】 
 

 

認定講習部会 


